
　

10
月
31
日
、
老
人
憩
の
家
で
、

黒
坂
警
察
署
根
雨
駐
在
所
の
佐

蔵
直
樹
さ
ん
と
、
黒
坂
警
察
署

交
通
課
の
竹
内
信
行
さ
ん
を
講

師
に
迎
え
、
交
通
安
全
と
特
殊

詐
欺
の
被
害
防
止
な
ど
に
つ
い

て
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
、
高
齢
者
の
交
通

安
全
に
つ
い
て
、「
高
齢
ド
ラ
イ

バ
ー
の
事
故
の
約
3
割
が
出
会

い
頭
に
よ
る
事
故
。
し
っ
か
り

安
全
確
認
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
高
齢
に
な
る
と
視

力
の
低
下
や
視
野
が
狭
く
な
り

ま
す
。
意
識
と
行
動
に
ず
れ
が

生
じ
や
す
く
な
る
の
で
余
裕
を

も
っ
て
行
動
し
ま
し
ょ
う
」

と
竹
内
さ
ん
。
続
け
て
、

「
歩
行
者
の
事
故
は
夕
暮
れ

時
と
夜
間
、
そ
し
て
歩
き

な
れ
た
道
で
の
事
故
が
多

い
で
す
。
反
射
材
や
反
射

タ
ス
キ
を
付
け
ま
し
ょ
う
」

と
、
自
分
で
身
を
守
る
心

が
け
が
大
切
だ
と
呼
び
か

け
ま
し
た
。

　

ま
た
、
佐
蔵
さ
ん
は
「
オ

レ
オ
レ
詐
欺
」
を
は
じ
め

と
し
た
特
殊
詐
欺
の
被
害

防
止
に
つ
い
て
話
し
ま
し

た
。
特
に
、
は
が
き
や
某

放
送
局
、
県
庁
・
役
場
職
員
な

ど
を
騙
っ
た
不
審
電
話
な
ど
、

町
内
で
相
次
ぐ
特
殊
詐
欺
の
現

状
に
つ
い
て
も
ふ
れ
ま
し
た
。

　

特
に
、「
架
空
請
求
、
名
義
貸

し
、
還
付
金
な
ど
お
金
に
ま
つ

わ
る
話
は
、
詐
欺
だ
と
思
っ
て

く
だ
さ
い
。
家
族
で
合
言
葉
を

決
め
て
お
く
こ
と
も
防
止
に
つ

な
が
り
ま
す
。
不
審
な
電
話
な

ど
が
あ
っ
た
と
き
は
、
家
族
や

近
所
の
人
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
」

と
佐
蔵
さ
ん
。
特
殊
詐
欺
被
害

を
未
然
に
防
ぎ
、
安
全
安
心
に

暮
ら
せ
る
よ
う
、
参
加
者
に
注

意
を
促
し
て
い
ま
し
た
。
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▲佐蔵さん（右）の話に真剣に耳を傾ける参加者

・・・・・・・・・・・・・・・１月の行事予定・・・・・・・・・・・・・・・
12 日　…　第 42回新春囲碁将棋大会　会場 /老人憩の家
16日　…　健康教室　時間 /午前 10時～午前 11時 30分　場所 /老人憩の家
10日・17日・24日・31日　…　百歳体操　時間 /午後 1時 30分～　場所 /老人憩の家
※健康教室、百歳体操は、どなたでも参加できます。お気軽にお越しください。

気軽に実践♪認知症予防 ～ぽかぽかリハビリ教室～

　11月21日、老人憩の家で「ぽかぽかリハビリ教室」
を開きました。
　今回は、講師に日野病院の理学療法士、大塚健一
さんを招き、認知機能向上についてのミニ講座と軽
い運動を行いました。
　大塚さんは、認知症予防で気を付けることとして、
次の3点をあげました。
①運動…目安として、週3回以上30分以上
②食事…塩分、糖分、脂肪を控えめにし、野菜、食
物繊維、青魚を摂るよう心がける。
③社会活動への参加…集まりごとに出かけることや、
人の世話をすることで、認知症予防につながる。
　講座の後は、自分の心拍を測定。最大心拍数を割
り出してから軽い運動を行いました。大塚さんは、「体

を動かしながらの
しりとりなど、一
度に2つの動作
を行うことは認知
症予防に効果的
です」と話し、２
つの動作が思うよ
うにいかなくても
最後まで頑張る参加者の姿をありました。しかし、無
理をしないことも大切です。運動の合間に心拍を測り
ながら、無理のない指導をしていただきました。
　何より、みんなで笑いながらできたことはとても良
かったと思います。参加者の皆さんは充実した時間
を過ごすことができたようです。



　

10
月
30
日
と
31
日
の
2

日
間
、
島
根
県
美
郷
町
、
川

本
町
、
奥
出
雲
町
の
先
進
地

視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　

視
察
の
目
的
は
、
中
山

間
地
に
お
け
る
遊
休
農
地
対

策
、
耕
作
放
棄
地
対
策
や

鳥
獣
被
害
対
策
、
集
落
営

農
の
取
り
組
み
、
農
林
振
興

公
社
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

生
か
そ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

美
郷
町
で
は
、「
一
般
財

団
法
人
フ
ァ
ー
ム
サ
ポ
ー

ト
美
郷
」
が
平
成
29
年
に

設
立
さ
れ
た
背
景
と
そ
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
研
修

と
現
地
視
察
を
実
施
。
同

団
体
は
、
農
地
を
守
る
た

め
に
水
稲
な
ど
の
農
作
業

受
託
を
中
心
に
組
織
さ
れ

た
法
人
で
、
集
落
営
農
組

織
と
一
丸
と
な
り
農
地
を

守
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

農
業
法
人
と
の
連
携
に
つ

い
て
も
、
現
在
町
が
抱
え

る
課
題
や
農
林
振
興
公
社

の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、

大
変
参
考
に
な
る
取
り
組

み
で
し
た
。

　

川
本
町
で
は
、
エ
ゴ
マ
栽

培
に
よ
る
農
地
の
有
効
活

用
の
現
状
と
課
題
に
つ
い

て
、
生
産
者
や
農
業
委
員

会
か
ら
説
明
を
受
け
ま
し

た
。
ほ
場
の
現
地
視
察
で

は
、
エ
ゴ
マ
栽
培
お
よ
び
製

品
化
へ
の
異
業
者
参
入
、
Ｉ

タ
ー
ン
就
農
者
の
取
り
組

み
な
ど
に
つ
い
て
学
び
ま

し
た
。
現
在
、
町
が
取
り

組
ん
で
い
る
6
次
産
業
化
、

特
産
品
開
発
に
つ
い
て
、
川

本
町
の
取
り

組
み
と
そ
の

成
果
は
参
考

に
な
る
こ
と
ば
か
り
で
し

た
。

　

ま
た
、
奥
出
雲
町
で
は
、

農
事
営
農
組
織
が
今
後
の

農
地
を
守
っ
て
い
く
う
え

で
、
生
産
性
向
上
、
共
同
利

益
の
増
進
、
耕
作
放
棄
地

の
防
止
を
図
ろ
う
と
、
営
農

組
織
が
法
人
化
さ
れ
、「
農

事
組
合
法
人
た
か
た
」
が

設
立
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、

同
組
織
は
、
水
稲
な
ど
の
栽

培
か
ら
農
地
維
持
管
理
、
エ

ゴ
マ
や
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
町
内

販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

3
町
と
も
そ
れ
ぞ
れ
特

色
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

課
題
に
対
応
し
た
も
の
で
し

た
。
日
野
町
も
「
日
野
町
こ

そ
で
き
る
」「
日
野
町
だ
か

ら
で
き
る
」
と
い
っ
た
、
特

色
あ
る
農
業
環
境
体
制
づ

く
り
や
農
業
施
策
に
生
か
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

未
来
の
〝
日
野
型
〟
農
業
を
見
据
え
て
―
。
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▲遊休農地の活用策について現地を視察

▲日野町でも栽培されているエゴ
マ。現地視察を行い、活用方法・
振興施策のヒントを探る

農林水産省と意見交換
　11月 13日、農林水産省との意見交換会を開きました。
　「法改正により農業委員会の組織が変わった中で、中
山間地で頑張っている農家や地域とどうかかわっていけ
ばいいか」「農地の集積を進めるうえで妨げとなってい
る、相続されていない農地について」など、活発な意見
が交わされました。
　今や、高齢化や後継者不足など町が抱える課題に農業
も深くかかわっています。「中山間地の農地を守る」と
いう課題について、農業委員会の日ごろの活動報告も交
え、同省の担当者と直接意見交換でき、とても実りある
一日となりました。

日野郡の農業を考える
　11月14日、日野郡農
業委員会交流研修会が、
江府町山村開発セン
ターで開かれました。研
修会では、日野郡3町
の担当者が農業委員会
の取組事例を紹介。日

野町は、畑地区における農地集積や荒廃農地対策、集落
訪問について発表しました。
　そのほか、江府町は有害鳥獣対策の現状、捕獲したイ
ノシシを利用したジビエ料理について紹介がありました。

日野町からは、事務局の
山縣副主幹が事例発表

7 月豪雨、台風 24号により、多くの農地や水路などが大きな被害を受けました。現在すでに自力復旧し
た地域や、懸命に復旧に向けて取り組んでいる地域もあります。
農地の点検や水路の点検をしっかり行い、農業に取り組んでいただきたいと思います。なお、農地のこと
で困ったときは、農業委員会事務局（電話 72-2103）までご相談ください。

農業委員会から農家の皆さんへ


